
 

法務省矯成訓第３３７２号 

 

矯正管区長  

矯正施設の長 

 

 

被収容者等の釈放に関する訓令を次のように定める。 

平成１８年５月２３日 

 

法務大臣 杉 浦 正 健 

  （公 印 省 略） 

 

被収容者等の釈放に関する訓令 

（趣旨） 

第１条 この訓令は、被収容者等の釈放に関し必要な事項を定めるものとする。 

（定義） 

第２条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号

に定めるところによる。 

（１）矯正施設 刑事施設、少年院及び少年鑑別所をいう。 

（２）被収容者等 矯正施設に収容され、又は労役場若しくは監置場に留置され

ている者をいう。 

（３）帰住旅費 刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律（平成１７年

法律第５０号）第１７５条（同法第２８８条及び第２８９条第１項において

準用する場合を含む。）、少年院法（平成２６年法律第５８号）第１４３条又

は少年鑑別所法（平成２６年法律第５９号）第１２８条の規定（以下「帰住

旅費等規定」という。）により支給する旅費をいう。 

（過誤釈放等の防止） 

第３条 矯正施設の長は、被収容者等を釈放するに際しては、過誤による釈放又

は収容の継続を防止するため、釈放指揮書、少年院からの仮退院を許す決定書

その他の釈放の根拠となる文書の内容の確認、被収容者身分帳簿又は少年簿

との突合、写真との照合その他の必要な措置を講ずるものとする。 

（保護に関する事項の調査） 

第４条 矯正施設（少年鑑別所を除く。第７条において同じ。）の長は、受刑者、

在院者又は労役場に留置されている者について、就労先、帰住地、釈放時保護

のための移送及び更生緊急保護の要否その他の釈放後の保護に関し必要な事



 

項を調査するものとする。 

（帰住旅費等の支給） 

第５条 帰住旅費は、釈放される被収容者等がこれに相当する費用を有しない

場合であって、かつ、その者を出迎える者がない場合又は出迎える者がその費

用を負担しない場合に限り、支給するものとする。 

２ 前項の規定にかかわらず、矯正施設の管理運営上の理由により帰住予定地

を管轄する矯正管区外の矯正施設に移送された被収容者等を釈放する場合に

は、その者に帰住旅費を支給することができる。 

３ 前２項に定めるもののほか、帰住旅費の支給の基準は、大臣官房会計課長及

び矯正局長が定める。 

４ 帰住旅費等規定による衣類の支給は、釈放される被収容者等が時季に適し

た衣類を有しない場合その他被収容者等が有する衣類ではその帰住に支障を

生ずる場合に行うものとする。 

（釈放される被収容者等に対する援助） 

第６条 矯正施設の長は、釈放される被収容者等の帰住を助けるため必要があ

るときは、利便性の高い近隣の公共交通機関を利用できる場所その他適当な

場所まで職員を同行させ、乗車等の援助その他の措置を行わせるものとする。

ただし、援助その他の措置を行うに当たって、当該被収容者等が援助その他の

措置を行うために必要な職員の指示に応じない場合その他やむを得ない場合

は、この限りでない。 

２ 矯正施設の長は、医師等（医師又は歯科医師をいう。以下同じ。）において、

被収容者等について釈放後も引き続き医療機関での診療等の必要があると判

断した場合、釈放時にその者に対し、希望に応じて医師等が作成した紹介状を

交付すること又は医薬品若しくは衛生材料等を支給することができる。 

（釈放の通知） 

第７条 矯正施設の長は、懲役又は禁錮の刑の執行が終わったとき（刑法（明治

４０年法律第４５号）第２７条の２第１項（薬物使用等の罪を犯した者に対す

る刑の一部の執行猶予に関する法律（平成２５年法律第５０号）第３条の規定

により読み替えて適用される場合を含む。）の規定によりその一部の執行を猶

予された刑（以下「一部執行猶予刑」という。）について刑の一部の執行猶予

の言渡しを取り消されていない場合においては、そのうち執行が猶予されな

かった部分（以下「実刑部分」という。）の期間の執行が終わったとき）には、

別記様式第１号による自由刑等執行終了通知書を作成し、確定裁判を言い渡

した裁判所に対応する検察庁の検察官及び被収容者等の戸籍事務を管掌する

市区町村長に送付するものとする。 



 

２ 刑事施設の長は、拘留の刑の執行が終わったときは、別記様式第１号による

自由刑等執行終了通知書を作成し、確定裁判を言い渡した裁判所に対応す

る検察庁の検察官に送付するものとする。 

３ 矯正施設の長は、受刑者、受刑在院者又は労役場に留置されている者が死亡

したときは、別記様式第２号による死亡者通知書を作成し、確定裁判を言い渡

した裁判所に対応する検察庁の検察官に送付するものとする。 

４ 矯正施設の長は、前３項の規定により検察官又は市区町村長に送付した自

由刑等執行終了通知書又は死亡者通知書の内容に誤りがあることを発見した

ときは、別記様式第３号による犯歴事項訂正通知書を作成し、これらが送付さ

れた検察官又は市区町村長に送付するものとする。 

附 則 

この訓令は、既決法の施行の日（平成１８年５月２４日）から施行する。 

附 則〔平成１９年法務省矯総訓第３３６１号大臣訓令〕 

この訓令は、刑事施設及び受刑者の処遇等に関する法律の一部を改正する

法律（平成１８年法律第５８号）の施行の日（平成１９年６月１日）から施行

する。 

附 則〔平成２０年法務省矯総訓第３４３４号大臣訓令〕 

この訓令は、更生保護法（平成１９年法律第８８号）の施行の日（平成２０年

６月１日）から施行する。 

附 則〔平成２７年法務省矯総訓第１０号大臣訓令（抄）〕 

この訓令は、少年院法（平成２６年法律第５８号）の施行の日（平成２７年６

月１日）から施行する。 

附 則〔平成２８年法務省矯成訓第４号大臣訓令〕 

この訓令は、平成２８年６月１日から施行する。 

附 則〔令和４年法務省矯成訓第２０号大臣訓令〕 

この訓令は、刑法等の一部を改正する法律（令和４年法律第６７号）附則第１

項第２号に掲げる規定の施行の日（令和５年１２月１日）から施行する。 

  附 則〔令和６年法務省矯総訓第８０９号大臣訓令〕 

この訓令は、困難な問題を抱える女性への支援に関する法律（令和４年法律第

５２号）の施行の日（令和６年４月１日）から施行する。 



 

別記様式第１号 

自 由 刑 等 執 行 終 了 通 知 書 

  年  月  日 

検察庁（支部）検察官 殿 

市 区 町 村 長 殿 

 

刑務所（支所）長 

少 年 刑 務 所 長 

拘置所（支所）長   印 

少年院（分院）長 

 

下記の者について刑の執行が終了したので通知する。 

氏 名 
 

生 年 月 日 年 月 日生 

本 籍 
 

言 渡 裁 判 所 裁判所  支部 刑 名 ・ 刑 期 
 

裁 判 の 日 
 

執 行 猶 予 年間  

確 定 の 日 

 
刑 の 始 期 

 

罪 名 

 
刑 終 了 の 日 

 

刑の執行経過 
 

参 考 事 項 
 



 

【備考】 

１ 作成方法 

自由刑等執行終了通知書の作成は、有罪の確定裁判を受けた者について一刑ごとに作

成すること。 

２ 記入要領 

 ⑴ 氏名欄 

判決時の氏名を記入すること。 

なお、判決後に氏名が変更されている場合には、参考事項欄に、氏名及び変更年月

日も記入すること。 

 ⑵ 本籍欄 

判決書に記載されている本籍を記入すること。 

なお、判決後に本籍が変更されている場合には、参考事項欄に、新本籍及び変更年

月日も記入すること。 

 ⑶ 刑名・刑期欄 

判決言渡し時のものを記入すること。ただし、一部執行猶予刑については、次のと

おり記入すること。 

  ア 刑の一部の執行猶予の言渡しを取り消されていないとき 

実刑部分の期間を記入し、「（一部執行猶予刑の実刑部分）」と付記した上、参考

事項欄に言渡しのあった刑名刑期等を記入すること。 

  イ 実刑部分執行終了日（実刑部分の期間の執行終了の日をいう。以下同じ。）以前

に、刑の一部の執行猶予の言渡しを取り消されたとき 

一部執行猶予刑について、執行が猶予されていた部分（以下「猶予部分」とい

う。）の期間を含む言い渡された刑期全部を記入すること。 

  ウ 実刑部分執行終了日の翌日以後に、刑の一部の執行猶予の言渡しを取り消された

とき 

猶予部分の期間を記入し、「（一部執行猶予刑の猶予部分）」と付記した上、参考

事項欄に言渡しのあった刑名刑期等を記入すること。 

なお、以後減刑によって刑期に変動があった場合には、その旨を参考事項欄に記入

すること。 

 ⑷ 刑終了の日欄 

一部執行猶予刑について、実刑部分の期間の執行終了により釈放したときは、実刑

部分執行終了日を記入すること。 

 ⑸ 刑の執行経過欄 

刑執行中において、刑の執行停止、逃走、仮釈放、刑の一部の執行猶予の言渡しの

取消し、刑の執行順序の変更等があった場合には、その経過について記載すること。 

 ⑹ 参考事項欄 

  ア 本刑（一部執行猶予刑の実刑部分を含む。以下同じ。）に引き続き執行すべき懲

役又は禁錮の刑の有無（ある場合には、その刑名及び刑期を含む。）を記入するこ

と。 

  イ 本刑に引き続き執行すべき懲役又は禁錮の刑がない場合において一部執行猶予刑



 

に係る猶予の期間があるときは、「一部猶予期間有り」と記入すること。 

 ⑺ 参考事項欄の記入例 

例① 一部執行猶予刑（懲役２年うち６月につき２年間執行猶予）の実刑部分の期間

の執行終了により釈放した場合において、引き続き執行すべき懲役又は禁錮の刑が

ないとき 

「刑名刑期等 懲役２年うち６月につき２年間執行猶予、本刑に引き続き執行

すべき懲役又は禁錮の刑なし、一部猶予期間有り」 

例② 一部執行猶予刑（懲役２年うち６月につき２年間執行猶予）の実刑部分に引き

続き懲役１年の刑を執行する場合において、一部執行猶予刑の実刑部分の期間の執

行を終了したとき 

「刑名刑期等 懲役２年うち６月につき２年間執行猶予、本刑に引き続き懲役

１年執行」 

例③  一部執行猶予刑（懲役２年うち６月につき２年間執行猶予）の実刑部分に引き

続き懲役１年の刑を執行する場合において、懲役１年の刑の執行終了により釈放し

たとき 

「本刑に引き続き執行すべき懲役又は禁錮の刑なし、一部猶予期間有り」 



 

別記様式第２号 

死  亡  者  通  知  書 

  年  月  日 

 

 

検察庁（支部）検察官 殿 

刑務所（支所）長 

少 年 刑 務 所 長 

拘置所（支所） 長   印 

少年院（分院）長 

 

下記の者が死亡したので通知する。 

 

氏 名 
 

生 年 月 日 年  月  日生 

本 籍 
 

言渡裁判所 裁判所  支部 刑名・刑期 
 

裁 判 の 日 
 

死亡年月日  

確 定 の 日 
 

罪 名 
 

参 考 事 項 
 

  



 

【備考】 

１ 作成方法 

死亡者通知書の作成は、有罪の確定裁判を受けた者について一刑ごとに作成すること。 

２ 記入要領 

 ⑴ 氏名欄 

判決時の氏名を記入すること。 

なお、判決後に氏名が変更されている場合には、参考事項欄に、氏名及び変更年月

日も記入すること。 

 ⑵ 本籍欄 

判決書に記載されている本籍を記入すること。 

なお、判決後に本籍が変更されている場合には、参考事項欄に、新本籍及び変更年

月日も記入すること。 

 ⑶ 刑名・刑期欄 

判決言渡し時のものを記入すること。ただし、一部執行猶予刑については、次のと

おり記入すること。 

  ア 刑の一部の執行猶予の言渡しを取り消されていないとき 

実刑部分の期間を記入し、「（一部執行猶予刑の実刑部分）」と付記した上、参考事

項欄に言渡しのあった刑名刑期等を記入すること。 

  イ 実刑部分執行終了日（実刑部分の期間の執行終了の日をいう。以下同じ。）以前に、

刑の一部の執行猶予の言渡しを取り消されたとき 

一部執行猶予刑について、執行が猶予されていた部分（以下「猶予部分」という。）

の期間を含む言い渡された刑期全部を記入した上、参考事項欄に刑の一部の執行猶

予の言渡しを取り消された旨を記入すること。 

  ウ 実刑部分執行終了日の翌日以後に、刑の一部の執行猶予の言渡しを取り消された

とき 

猶予部分の期間を記入し、「（一部執行猶予刑の猶予部分）」と付記した上、参考事

項欄に言渡しのあった刑名刑期等及び刑の一部の執行猶予の言渡しを取り消された

旨を記入すること。 

なお、以後減刑によって刑期に変動があった場合には、その旨を参考事項欄に記入

すること。



 

別記様式第３号 

犯 歴 事 項 訂 正 通 知 書 

  年  月  日 

 

 

検察庁（支部）検察官 殿 

市 区 町 村 長 殿 

刑務所（支所）長 

少 年 刑 務 所 長 

拘置所（支所）長   印 

少年院（分院）長 

 

下記の者について犯歴に誤りがあったので通知する。 

氏 名 
 

生 年 月 日 年  月  日生 

本 籍 
 

言渡裁判所 裁判所  支部 刑 名 ・ 刑 期 
 

裁 判 の 日 
 

執 行 猶 予 年間 

確 定 の 日  刑 の 始 期 
 

罪 名  刑 終 了 の日 
 

訂 正 事 項 
 

参 考 事 項 
 

  



 

【備考】 

１ 作成方法 

犯歴事項訂正通知書の作成は、有罪の確定裁判を受けた者について一刑ごとに作成す

ること。 

２ 記入要領 

 ⑴ 犯歴事項訂正通知書は、刑事施設及び少年院において、既に送付した通知書の記載

事項に誤りがあり、これを訂正する場合に使用すること。 

 ⑵ 氏名欄以下罪名の欄までは、訂正前の記載事項をそのまま記入すること。 

また、既に送付した通知書の刑の執行経過欄及び参考事項欄に記入した事項のうち、

刑の一部の執行猶予の言渡しを取り消された旨、言渡しのあった刑名刑期等、引き続

き執行すべき懲役又は禁錮の刑の有無及び一部猶予期間がある旨については、訂正前

の記載事項を参考事項欄にそのまま記入すること。 

 ⑶ 訂正事項欄には、誤記した通知書名のほか、訂正すべき事項を記入すること。 

 ⑷ 訂正事項欄の記入例 

例① 山口太郎を山田太郎と誤記したので訂正する場合 

「上記刑につき、自由刑等執行終了通知書を送付したが、山田太郎は山口太郎の

誤記である。」 

例② 本籍「東京都葛飾区小菅１の３５の１」を「千葉県若葉区貝塚町１９２」と誤

記（別人の本籍）したので訂正する場合 

「上記刑につき、自由刑等執行終了通知書を送付したが、本籍は、東京都葛飾区

小菅１の３５の１の誤記である。」 

例③ 罪名「窃盗、同未遂、住居侵入、同未遂」を「窃盗、同未遂、住居侵入」と誤

記したので訂正する場合 

「上記刑につき、自由刑等執行終了通知書を送付したが、罪名は、窃盗、同未遂、

住居侵入、同未遂の誤記である。」 

例④  引き続き執行すべき懲役又は禁錮の刑の有無について、「本刑に引き続き懲役１

年執行」を「本刑に引き続き執行すべき懲役又は禁錮の刑なし」と誤記したので訂

正する場合 

「上記刑につき、自由刑等執行終了通知書を送付したが、「本刑に引き続き執行す

べき懲役又は禁錮の刑なし」は、「本刑に引き続き懲役１年執行」の誤記である。」 

例⑤ 「一部猶予期間有り」と記載していなかったので訂正する場合 

「上記刑につき、自由刑等執行終了通知書を送付したが、一部猶予期間有りと訂

正する。」 


